
各町優遇制度

町名 制度名 対象業種（施設）
対象要件

（投資額・雇用）
内容

江差町

企業立地助成金
（江差町企業立地の促進及び
雇用の奨励に関する条例）

製造施設
加工施設
養殖・増殖研究施設
観光関連施設
ソフトウェア開発施設
情報通信技術関連施設

（新設・増設）
1,000万円以上の投資額
2人以上の常時雇用者増

固定資産税相当額の交付
（3年間）

雇用奨励助成金
（江差町企業立地の促進及び
雇用の奨励に関する条例）

環境関連施設
商業関連施設
健康福祉関連施設
医療関連施設

新・増設に伴い新たに採用した雇用者1名
につき60万円支給
（1年限り）

上ノ国町 上ノ国町企業振興促進条例

製造施設
加工施設
ソフトウェア開発施設
試験研究施設
鉱業所

（新設・増設）
1,000万円以上の投資額
3人以上の常時雇用者増

固定資産税免除
（3年間）

便宜供与
・出資
・土地等の貸付け・提供及び斡旋
・道路の整備及び用地の造成等について
の助成及び協力
・水道の敷設及び用排水路の確保につい
ての助成及び協力
・その他町長が必要と認めること観光関連施設

（新設・増設）
2,000万円以上の投資額
3人以上の常時雇用者増

厚沢部町 厚沢部町企業立地促進条例
製造施設
加工施設

（新設）
1億円以上の投資額
5人以上の常時雇用者増

（増設）
5,000万円以上の投資額
3人以上の常時雇用者増

投資額の20%に相当する額の交付
（新設の場合のみ、1年限り）

固定資産税免除
（3年間）

便宜供与
・立地場所の選定
・用地の取得及び造成
・公共性のある道路、水道及び排水路等の
整備
・その他立地に必要なこと

令和6年2月末現在

注１

注2

注1 額が600万円を超えるときは、600万円を限度額とする。
注2 特に町長が必要と認めた場合に、記載内容の一部又は全部について支援する。
注3 額が2億円を超えるときは、2億円を限度額とする。
注4 町からの各種便宜供与を受けるためには、それぞれについて申請が必要。

注3

注4
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町名 制度名 対象業種（施設）
対象要件

（投資額・雇用）
内容

乙部町 企業振興促進事業

製造施設
加工施設
試験研究施設
鉱業所

（新設・増設）
3,000万円以上の投資額
5人以上の常時雇用者増

（新設の場合）
固定資産税免除（3年間）
（増設の場合）
固定資産税3分の1減免（3年間）

便宜供与
・出資
・土地等の貸付、提供及び斡旋
・道路の整備及び用地の造成等について
の協力
・水道の敷設及び用排水路の確保について
の協力
・町各種関係補助制度等の優先適用
・その他町長が必要と認めること

奥尻町 奥尻町創業・雇用拡大補助金

・公序良俗を害する恐れ
のある事業を行うもので
ないこと

・公的資金の交付先とし
て、社会通念上適切と認
められる者であること

・上記を除き、対象業種
(施設)の定めはありませ
ん。

・新規創業
・既存事業の雇用増

・奥尻島における雇用増に直接寄与する創業
または、
事業拡大を行う民間事業者等に対してその事
業資金の一部を補助する。

・補助対象経費の４分の３以内かつ、300万円
を上限とする補助金の交付。

・年度間の事業実績報告後に、補助金が支給
される。

今金町

事業所立地補助金
(今金町企業立地促進条例) 製造施設

加工施設
試験研究施設
ソフトウェア開発施設
情報通信技術関連施設
観光関連施設

（新設・増設）
1,000万円以上の投資額
3人以上の常時雇用者増

固定資産税相当額の交付
（3年間）

雇用促進補助金
(今金町企業立地促進条例)

新・増設に伴い新たに採用した雇用者1人に
つき年額30万円の支給
（3年間）

せたな町 企業立地促進奨励金
（せたな町企業立地促進条例）

製造施設
加工施設
観光関連施設

（新設・増設）
3,000万円以上の投資額
5人以上の常時雇用者増

（最初の3年間）
固定資産税相当額の交付

（4年目）
固定資産税相当額の50%の額の交付

（5年目）
固定資産税相当額の25%の額の交付

令和5年2月末現在

注5

注5 年額の合計が300万円を超えるときは、300万円を限度とする。

制度の詳しい内容については、各町にお問い合わせ願います。

注2

1

注5


